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子供の見本になろう
子供たちのお手本は保護

者の皆さんです。
自らが交通ルールを守る

ことにより，子供に手本を
示しましょう。
また，道路で遊んでいる

子供や道路の横断等に不慣
れな子供には，声を掛け正
しい交通ルールを教えてあ
げましょう。

通学路や学

校 周 辺 で

は，車のス

ピードを落

として走行

し ま し ょ う

駐在所だより高原のあかり
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山県警察署
☎２２－０１１０

○ヤングテレホン広島
０８２－２２８－３９９３

○少年サポートセンターひろしま

０８２－２４２－５１１０

○少年サポートセンターふくやま

０８４－９２５－７０１１

○ヤングメール

県警ホームページ
（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police）

春休みから新学期にかけての時期は，進学・進級による少年の生活環境

の変化に伴い，深夜はいかい・喫煙等の不良行為や，万引き・薬物乱用等

の非行に走るおそれがあるほか，福祉犯等の犯罪被害に遭うケースも少な

くありません。

○ インターネットの利用に係る被害から子供を守るための対策

・利用料金や利用時間を決める。

・氏名等個人を特定される情報を書き込まない。

・知らない人と電話やメール，メッセージ交換をしない。

○ 「フィルタリング」を上手に活用することが大切です。

「フィルタリング」とは，子供が携帯電話やパソコンから，インターネッ

ト上の有害サイトにアクセスできないようにするサービスのことで，積極

的な利用が有害情報から子供を守ることにつながります。

○ こんな兆候に気をつけて

・帰宅時間が遅く，夜遊びや外泊が多くなった。

・髪型や服装が派手になった。

・保護者の知らないブランド品など高額な品物や大金を持っている。

・家族との対話を避けたり，嘘をついたりするようになった。

・子供がスマートフォンの中身を見せたがらない。


